
経 営 法 務 受 託 契 約 書

（ 以 下 甲 と い う ） は 、 行 政 書 士

（ 以 下 乙 と い う ） に 経 営 指 導 並 び に 法 務 指 導 （ 法 律 相 談 、 法 律 事 務 書 類 の

作 成 、 法 律 事 務 管 理 を 含 む ） を 委 託 し 、 乙 は 本 日 下 記 の 条 件 に て 受 託 し 、

契 約 し た 。

内 容

顧 問 指 導1.

1 経 営 、 財 務 、 会 計 に 関 す る 事 務 の 管 理 指 導

2 法 律 相 談 、 法 律 事 務 書 類 の 管 理 指 導

3 人 事 、 労 務 、 従 業 員 の 採 用 ･面 接 に 関 す る 指 導

4 災 害 保 険 ･生 命 保 険 契 約 締 結 の 指 導

5 債 権 回 収 及 び 集 金 方 策 の 指 導 6

弁 護 士 選 択 の 指 導

7 上 記 各 号 に 付 帯 す る 事 務 の 指 導 ･相 談

特 別 業 務 の 受 託2.

1 各 許 認 可 申 請 書 ･報 告 書 ･届 出 書 の 作 成 提 出 代 理 、 行 政 手 続 代 理

2 資 金 繰 り 、 公 庫 等 金 融 機 関 借 入 書 類 の 作 成 ･資 金 調 達 指 導

3 企 業 倒 産 防 止 ･企 業 債 権 管 理 対 策 指 導

4 贈 与 ･相 続 ･遺 言 等 公 正 証 書 作 成 指 導

5 財 産 対 策 指 導

6 上 記 各 号 に 付 帯 す る 事 務 の 指 導 ･相 談

期 間

1 顧 問 契 約 自 年 月 日 至 年 月 日

2 本 契 約 を 解 約 す る 場 合 は 、 文 書 を も っ て 3 月 前 に 予 告 し な け れ ば な ら

な い 。

報 酬

1 顧 問 指 導 報 酬 円 （ 月 額 ）

2 上 記 は 毎 月 末 ま で に 翌 月 分 を 銀 行 振 込 み に て 支 払 う も の と す る 。

3 特 別 業 務 報 酬 は 別 途 支 払 う も の と し 、 各 業 務 受 託 時 に 着 手 金 と し て

報 酬 額 の 半 金 以 上 を 申 し 受 け る も の と す る 。

倫 理

1 甲 及 び 乙 は 、 相 互 に 信 義 誠 実 の 原 則 を 守 る も の と す る 。

2 乙 は 、 職 務 上 知 り 得 た 甲 の 秘 密 を 他 に 漏 洩 し て は な ら な い 。

3 甲 は 、 委 託 事 項 促 進 に 必 要 な 協 力 を 行 う も の と す る 。

4 甲 及 び 乙 は 、 当 該 規 約 に 規 定 が な い 事 項 ま た は 解 釈 上 疑 義 が 生 じ た 場

合 に つ い て は 、 高 度 の 倫 理 観 と 相 互 信 頼 の 念 を も っ て 、 友 好 的 に 随 時

取 り 定 め を 行 う も の と す る 。

付 則

乙 が 病 気 そ の 他 や む を 得 な い 事 由 に よ り 業 務 の 遂 行 が 不 可 能 に な っ た

場 合 は 、 行 政 書 士 実 践 実 務 研 究 会 に よ り 責 任 を 以 て 後 任 者 を 推 薦 す る

も の と す る 。

但 し 、 甲 は そ の 推 薦 さ れ た 者 以 外 の 者 と 契 約 す る こ と が で き る 。

上 記 契 約 締 結 の 証 と し て 本 書 2 通 を 作 成 し 、 甲 及 び 乙 は 各 自 記 名 調 印 の 上 、

各 1 通 を 所 持 す る 。

年 月 日

委 託 者 （ 甲 ）

本 店

商 号

代 表 者 印

受 託 者 （ 乙 ）

事 務 所

氏 名 印


